
割引適用条件

手続きの流れ

割引後の利用料金

〔自転車、バイク、二輪自動車〕

屋内

屋外

〔自動車〕

車　両

駐車料金の障害者割引について

〔南草津駅自転車自動車駐車場〕

市内に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの

交付を受けている方が、自ら運転する、または同乗する場合

〔自転車以外の場合〕

　①入庫する（入庫ゲートで駐車券を受取る）

　②管理事務所（午前6時～午後10時）において、

　　駐車券と身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示する

　※定期利用については、管理事務所にて所定の手続きを行ってください。

〔自転車の場合〕

　①管理事務所（午前6時～午後10時）において、

　　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示する

　②「ICリフレクター」と「精算用カード」を受け取り、入庫する

　※定期利用については、管理事務所にて所定の手続きを行ってください。

３ヶ月1ヶ月

駐車料金（一時）

※1日1回につき

1時間　50円

30分　50円

駐　車　料　金

　夜　間　駐　車　(午後10時から翌日午前6時まで)

　普　通　駐　車　(午前6時から午後10時まで)

車　両

130円

100円

60円

6,850円

5,050円

－

3,100円

2,450円二輪自動車 (125cc超)

バイク (125cc以下) 1,800円

900円

1,100円
自　転　車

駐車料金（定期）


